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令和８年経済センサス‐活動調査 試験調査の概要（案）

1

「公的統計の整備に関する基本的な計画」（第Ⅳ期基本計画）及び令和３年経済センサス‐活動調
査時の実施状況を踏まえて見直しを行う調査事項、調査票及び調査事務等について実地の検証を行い、
令和８年経済センサス‐活動調査の実施計画策定に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

目 的

○ 財・サービス分野の生産物分類の回答状況（新規選定品目における回答可能性の検証）
〇 オンライン回答の推進方策（オンライン回答を原則とする調査方法等の検証）
○ 新たな調査事項、調査方法等に対応した調査書類等（生産物分類の分類表、電子調査票）

など

検証事項

令和６年10月１日

調査の期日

〇 企業票、事業所票（製造業、卸売・小売業、建設・サービス業）
〇 単独事業所票（産業共通、製造業、卸売・小売業、建設・不動産業・物品賃貸業、飲食サービス

業、医療・福祉業、サービス関連産業A～C）
※ 農業・林業・漁業、鉱業・採石業・砂利採取業、政治団体・宗教は使用しない

使用する調査票の種類



令和８年経済センサス‐活動調査 試験調査の概要（案）
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○調査員は、進捗状況報告、調査状況等について調査員記録表を作成
○都道府県及び市区職員は、調査票の配布・取集等に関する課題等を把握するとともに、その状況を関
係者記録表に記録

○直轄調査受託事業者は、調査終了後業務に関する結果を取りまとめた報告書を作成

記録表の作成及び実施結果の報告

１ 調査員調査
約4,500事業所・・・地域別（大都市・中都市）に選定した８都道府県16市区の地域から国が指
定する調査区に所在する単独事業所（一部を除く） 及び新設事業所

２ 直轄調査
複数事業所企業（経済構造実態調査対象を除く）
約3,000企業・・・国が指定する企業（会社、会社以外の法人）
※品目の検証は企業ヒアリングも併せて実施することにより検証

調査の対象



経済センサス‐活動調査 試験調査 調査票一覧（案）
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○試験調査で使用する調査票は水色部分

Ａ 農業、林業

Ｂ 漁業

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 03 鉱業、採石業、砂利採取業 16 鉱業、採石業、砂利採取業

Ｅ 製造業 04 製造業 17 製造業

Ｉ 卸売業、小売業 05 卸売業、小売業 18 卸売業、小売業

Ｄ 建設業

Ｋ 不動産業、物品賃貸業

Ｍ２ 宿泊業、飲食サービス業（飲食サービス業） 07 飲食サービス業

Ｐ 医療、福祉 08 医療、福祉

F 電気・ガス・熱供給・水道業

Ｈ 運輸業、郵便業

Ｊ 金融業、保険業

Ｑ１ 複合サービス事業（郵便局）

Ｍ１ 宿泊業、飲食サービス業（宿泊業）

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業

Ｏ 教育、学習支援業

Ｇ 情報通信業

Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業

Ｑ２ 複合サービス事業（協同組合）

Ｒ２ サービス業（政治団体、宗教を除く）

Ｒ１ サービス業（政治団体、宗教） 12 政治団体、宗教 14 団体（政治団体、宗教） 20 事業所（政治団体、宗教）

新設 産業共通、本・支共通 1 ※「外国の会社」及び「法人でない団体」は試験調査の対象外とする。

経済センサス‐活動調査　試験調査　調査票一覧

産業共通

サービス関連産業C

01 産業共通

農業、林業、漁業

建設業、不動産業、物品賃貸業06

サービス関連産業B

09 サービス関連産業A

法人以外 法人

単独事業所及び新設事業所の調査

産業分類

複数事業所を有する企業の調査

13 企業

19 建設業、サービス業

企業 事業所

農業、林業、漁業02 15

10
・

11



調査票の変更案について

(1) 品目のプレプリント（企業調査票）

○変更案の内容（第１回研究会資料で提示済み）
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• 経済構造実態調査での対応を踏まえて、企業調査票については全て過去調査結
果等をプレプリントを行った上で、「建設、サービス品目」全てを措置した分
類表を配布

【企業】

過去結果がプレプリント
された企業調査票

「建設、サービス品目」
全てを措置した分類表



調査票の変更案について

(1) 品目のプレプリント（企業調査票）

○プレプリントのイメージ
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0 6 0 7 非住宅建築工事・同設備工事（元請工事）

1

3

060 土木工事（元請工事）

060

0 7 0 9

住宅建築工事・同設備工事（元請工事・新築）

非住宅用建物賃貸サービス（収納スペース賃貸サービス、会
議室・ホール等賃貸サービスを除く）

1 8 4 3
建築設計及び建築設計関連サービス

①過去の調査結果等をプレプリント
して配布
※本資料では便宜上赤字で記載

②プレプリントしている品目から
修正がある場合は二重線で消して修正

③プレプリントしている品目以外に追加
がある場合は記入



調査票の変更案について

(1) 品目のプレプリント（直轄調査に使用する単独事業所調査票：飲食サービス、医療福祉）

○次回調査におけるプレプリント内容
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・前回調査において、飲食サービス、医療福祉については副業が少ないものと整理され、
事前に調査票第２面に品目を印字した上で配布した。（赤枠囲み部分）

・次回調査では上記対応に加えて、過去調査で回答があった品目に◆をプレプリントす
ることで、客体の回答漏れを防ぎ記入精度の更なる向上を図る。

・上記以外の単独事業所調査票（建設・サービス分野）については、企業調査票と同様
に対応（調査員調査については、前回調査と同様に小規模事業所等の負担を考慮し、
調査票の種類に対応した品目に限定）

◆

◆
前回調査で回答があった品目に「◆」をプレプリントし、
分類表は配布しない。



調査票の変更案について

(２) その他（①サービス関連産業Bとサービス関連産業Cの調査票の統合）

７

（変更案）
次回調査では旧特定サービス産業実態調査項目を
廃止する予定であるため、サービスBとサービスC
の調査票を統合。

該当する調査票の「□」欄に「■」でプレプリン
トすることでBとCを判別し、分類表を配り分ける。
⇒試験調査において審査事務等の観点から検証



調査票の変更案について

(２) その他（② 「この場所での事業所の開設時期」欄の変更）

８

（変更案）
過去２回の調査分（平成28年、令和３年）を各年
単位とする。（本調査では「令和７年」、「令和
８年」の選択肢を追加）



調査票の変更案について

(２) その他（「事業の業態」、「管理・補助的業務か否か」欄の追加）

９

（変更案）
産業格付事務の円滑化のため、
・「（３） 事業の業態」欄を追加
・「（４） 管理・補助的業務か否か」欄を追加

※（４）については、事業所票すべてに措置



調査票の変更案について

(２) その他（② 「店舗形態」欄に｢均一価格店｣の項目を追加）
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（変更案）
◆日本標準産業分類の改訂で新設された分類
「均一価格店」を正確に把握するために、
「店舗形態」欄に｢均一価格店｣の項目を追加

（参考）均一価格店の定義

均一価格店等と称され、各種商品を扱う設備を備え、主として食器や文具等の家庭用品を取り扱い、加工食品等も含めた

各種最寄り品を均一価格を基本に小売する業態の事業所をいう（出所：日本標準産業分類 令和５年６月改定より）



→現行では上記の格付け方法に基づいて、「均一価格店」と思われる個店の多くは、多い順に
以下のとおり格付けられている。

調査票の変更案について
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（参考）現在の均一価格店の調査状況

・どの事業所（個店）がどの産業分類に格付けされるかは、調査票上の｢品目別販売額｣ 、｢セル
フの有無｣ 、｢売場面積｣ 、｢営業時間｣ 、｢店舗形態｣等の記入値をみて判断

・現在の格付け方法は、主に｢品目別販売額｣の多寡によって産業分類を格付けている。

１． 5793_洋品雑貨・小間物小売業
２． 6099_他に分類されないその他の小売業
３． 6091_ホームセンター （注）
４． 6021_金物小売業
５． 6022_荒物小売業
６． 5893_飲料小売業

（注）ホームセンターとは
家庭用品、園芸用品、電気機械器具、家具・収納用品、建築材料などの住関連商品を総合的、系統的に品揃えし、セルフサービス方式によ
り小売りする事業所で、「金物」、「荒物」、「苗・種子」のいずれかを扱っている事業所（R3センサス‐活動調査 記入の手引きより）

○現行の格付け方法の課題

上記のような「品目別販売額」の多寡を基本とする格付け方法では、同じ均一価格店である
にもかかわらず、産業がバラバラに格付けられてしまう


